
町屋は, 口木軒fT･核として上野から新橋VC至る狭い範囲 に特に密集 していた｡ ここが,江戸町人

の生活の本拠であったが, この町屋集中地区は浅 亀 本所方面にもある程度張 9出していた｡その

ほかでは,街道沿いの細長い町屋 と,台地の谷間vC位置する小規模な町屋の分布が特徴的であった｡

寺社の分布 も特徴的であったO神社はすべて小規模で,町屋内に散在するのVC対 L,寺はしば し

ば広い境内をもち,特 に周辺部VC多 く立地 していた｡広い敦地が必要 としたためもあるが,江戸の

防衛線の一環 として寺が利用され, さらvC郊外レク 1)エーシ ョン地 としても利用されたことVCよっ

て,寺の周辺部立地が説明できる｡

江戸の土地利用パターン均 現在の東京VCも大 きな影響を与えてお 9,現代の都市間題を知る上

でも, このようを歴史地理的をアプローチが必安である. (7月6日)

都市域 における島地の開発 と保全

内 藤 博 夫

都市域 VCある崖地は近年の急激を都市化の進展vcもかかわらず,宅地化 を比軟的免れてきた部分

であるO しか し最近vC在ると旺盛な住宅需要はこの崖地をも宅地 として開発する例を生むようVC覆

った｡過度の都市化は都市域における自然の緑地栗矢を招 く｡その結果,残された自然緑地 として

崖地は新 しい存在理由を侍ることVC覆った. したがって崖地は開発か保全かをめぐって土地利用の

あ9万が争われる場 と覆ったのである｡産地の場合,緑地保全 と防災とは不可分の関係veある｡そ

こで産地の開発 と保全VC崩 し{,防災 線地保貧 それvC自治体の姿勢の 3つの側面から検討 して

みた｡

防災の立場だけVC立て坑 安全性が確保されていれば開発されてもよいことvC覆る｡ この立場vC

立 って制定された法令が宅地造成等規制鶏 都市計画乾 東京都建築安全条例 である｡ しか しこれ

らの法令は,それ らVC盛 られた安全基準は別に しても,内容自体VC問題を含ん でVlるO例えば宅造

法が適用されるのは建設大臣が指定する規制区域vC対 してだけである｡都市計画法の規制対象は

1,000が以上の開発行為vc娘 られてお9,都安全条例は崖の安定度VC関する判断を事実 上建 築

主事の主観VC委ねてしまっている｡ このように防災上の法の保護が加え られるのは産地の一部VCす

ぎない､,
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緑地の確保 と保全に関 しては,都市公園法にもとず く都請公園の設置,都市計画法その他にもと

ず く各種の緑地指定など, これまでにもさまざまな施策が行なわれてきた｡ しか し私権の制限には

限界があるため,指定緑地は常vC不安定要因 を内包する存在であった｡ こうした弱点を取除 くため

に一部の自治体 では指定緑地の公有地化がはかられつつあるO

八王子市は昭和 45年 4月,崖上 崖下とも宅地化されている崖地 (高さ 13- 14m,勾配

35- 40度 )の市有地 2057げを,同 じ崖地の隣接地主に売却 した｡ この旧市有地はその後隣接

地 とともVC転売され, 48年 11月から宅地造成工事が開始されるようになった｡ この工事喧 市

民の共有財産 としての緑地の喪失 という問題 を提起 しただけでな く,防災立法の規制の対象外であ

ったためVC,崖下の住民には災害の脅威 を与えるものと覆った｡宅造化至る経緯 をみれば, 少くと

も市有地を売却 した当時,市には産地の保護vcついて配慮 していなかったように思われる｡ この事

例は同時vC,行政の裁量いかんによっては現行法令の不備はかな鋸南うことができることを示 して

いる｡

以上のようVC産地の開発 と保全は,緑地保全 と防災の統一的把握の上に立って調整されなければ

なら覆い.それが成功するか香かは,住環境に対する住民の 自覚の高ま9と,それに依拠 した自治

体の姿勢にかかっている.

夜か表題中の崖地は談話会で報告 した時点では段丘崖 と在っていた ものである｡考察の対象が段

丘崖に限 らないため, このように改めた｡ (11月16日)

-23-


